
募集期間 令和８年４月１日～令和９年１月３１日

対象事業者

県内で旅館・ホテルの新設又は増改築等を行う事業者（新設・増改築等に係る投下資産を取得する者）で、
下記ⅰ～ⅲの要件をすべて満たし、その事業計画について事業着手前に知事の認定を受けた方（※１）

ⅰ．旅館・ホテル（※２）の新設、増改築等であること

＊新 設････宿泊施設の新築又は、宿泊施設以外の既存施設の増築、改築、改装、改修等により新たに
旅館・ホテルを開業すること

＊増改築等････既存の宿泊施設において、施設の増築、改築、改装、改修等を行うこと

ⅱ．認定を受けた日から１年以内に着工（いわゆる「杭打ち工事」等）し、着工から３年以内（総客室数100室以上
かつ平均客室面積20㎡以上である場合４年以内）に操業開始（※3）すること

※１ 国、県の補助金等との併用はできません。
※２ 旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第２条第２項に規定する旅館・ホテル営業の営業許可を受ける施

設（簡易宿所、下宿、民泊およびラブホテル等は対象外）
※３ 操業開始：新設の場合･･･旅館業法の営業許可を受けること

増改築等の場合･･･当該工事箇所又は導入設備等の全部を供用すること

ⅲ．客室数、投下資産の額が以下の(１)～(６)に該当すること

◆宿泊施設の新設

◆既存宿泊施設の増改築等

客室数の増加・高付加価値化を図るものに限定

客室数の増加または高付加価値化を図るものに限る

補助対象経費

当該宿泊施設に係る投下資産の取得に要する費用であって知事が認めるもの

■「投下資産の取得に要する費用」の考え方（留意点）

ア．当該宿泊施設のうち所得税法施行例の規定による「建物及びその附属設備」「構築物」「機械及び装置」に

限ります。

イ．消費税及び地方消費税は除きます。

ウ．旅館業の許可を受ける範囲や旅館業の用に供するものに限ります。
（複合施設等、申請の対象となる建物の一部のみが旅館業の許可を受ける場合や、申請の対象となる建物以外の建物等を
併せて旅館業の許可を受ける場合は、事前相談の段階で必ずその旨申し出てください）

エ．申請者が所有するものに限ります。

オ．市町村等の補助金等の交付を受ける場合は、当該補助金等に相当する額を補助対象経費から除きます。

カ．投下資産の取得に当たっては、一般競争入札や相見積もりの実施等、公平公正な取得方法を採用するように

努めて下さい。

【補助対象とならない費用の例】
土地に係る所有権、賃借権、地上権等の取得に要する費用・造成工事費・既存施設（建物及びそれに付随する設
備等）の取得に要する費用・工具、器具及び備品の取得に要する費用（客室用ベッド、冷蔵庫等）・庭木等の立木の
取得に要する費用 等

地域の特性に応じた宿泊施設の立地促進及び既存宿泊施設の魅力向上を図ることにより、滞在型観光を一
層推進するため、県内に宿泊施設の新設又は増改築等を行う事業者を対象に補助金を交付する制度です。

補助対象経費の１０％ 最大 ２億円を補助２億円１０％

令和８年度奈良県宿泊施設立地促進事業補助金

【奈良県宿泊施設立地促進事業補助金事業計画認定申請における添付書類一覧】

① 法人（企業）のパンフレット

② 法人の定款

③ 法人の登記事項証明書（全部事項証明書）（写）

④ 旅館業の経営形態が分かる（所有者･経営者･運営者等）資料

⑤ 法人の連結財務諸表（過去３年分）

⑥ 県税に滞納のない証明書（3ヶ月以内に発行されたもの）

⑦ 位置図（建築確認申請時に添付するもの、住宅地図等）

⑧ 資金計画書

（金融機関との調整状況や投資家募集の計画･見込等を記載）

⑨ 収支計画書（操業開始から10年間）

⑩ 土地の権原取得の可能性が高いことが分かる資料

（仮契約書、所有者の同意書等）

⑪ 宿泊施設全体の配置図

（敷地と家屋の位置関係が分かるもの、旅館業の敷地

範囲及び計画認定申請の対象範囲を図示すること）

⑫ 各階の平面図（旅館業の対象範囲を図示すること）

⑬ 建設計画書（宿泊施設の月次別建設計画が分かるもの）

⑭ 当該宿泊施設に係る投下資産の額の根拠となる資料

⑮ 客室数、収容人数及び平均客室面積の根拠となる資料

※その他、知事が必要と認める書類の提出を求める場合があります。

★ 補助金申請にあたっては、奈良県地域観光課（0742-27-8５５３）へ事前相談をお願いいたします。

客室数 投資額 補助率 補助上限額

（１） １～４室※４ 3,000万円以上

10％

1,000万円

（２） ５～９室 １億円以上

１億円※５
（３） １０～１９室 ２億円以上

（４） ２０～２９室 ３億円以上

（５） ３０室以上 ５億円以上

※５ 総客室数１００室以上かつ平均客室面積２０㎡以上である場合は２億円（奈良市を除く）

客室数 投資額 補助率 補助上限額

（６） 要件なし 3,000万円以上 10％ １億円※５

高付加価値化

定義
宿泊者に対する新たな価値・体験の提供によって、明確な機能向上や競争力向上が見込まれる事で、
県の観光消費額向上に資するもの
例：・居住空間のグレードアップ

複数の既存客室の統合
既存客室への専用露天風呂の新設
共用ランドリー・ラウンジ等の新設
・テーマ性を持った改装
既存建物の歴史的価値を生かした改修
滞在型観光をコンセプトとした改修
周囲の自然・景観を主題とした改修

・上記２つと同等の増改築等

古民家等

申請にあたって
通常の申請時に必要な様式および添付書類の他、第１号様式 別紙３ー２において下記の記載をしてください。

（記載事項）
①「事業概要」
②「宿泊者に対する新たな価値・体験の提供を行う具体的な内容」
③「どのように機能向上や競争力向上が図られ、県の観光消費額向上に寄与するか」

また、「売上高」「稼働率」「平均客室単価」のうち１つ以上数値目標を操業開始後５年間設定してください。

定義
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）の施工日（昭和２５年１１月２３日）前に建築されたと推定され、
木組みや石場建てその他伝統的な工法により建築された建物のこと

申請にあたって
通常の申請時に必要な様式および添付書類の他、以下の資料を提出してください。
（提出資料）
①築年数が分かる書類
②建物の構造及び外観・内観が分かる書類

申請前に職員が現地調査を行う場合があります。

注意点
・単なる修繕は対象外です。
・操業開始後５年間は、営業状況報告書（第１２号様式）において、数値目標の達成状況の報告が必要です。

令和８年度から１～４室の古民家等を活用した新設が補助事業の対象となりました。以下の内容に留意して
申請してください。

※４ 古民家等を活用するものに限る

【奈良県宿泊施設立地促進事業補助金事業計画認定申請における添付書類一覧】
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③ 法人の登記事項証明書（全部事項証明書）（写）

④ 旅館業の経営形態が分かる（所有者･経営者･運営者等）資料

⑤ 法人の連結財務諸表（過去３年分）

⑥ 県税に滞納のない証明書（3ヶ月以内に発行されたもの）

⑦ 位置図（建築確認申請時に添付するもの、住宅地図等）

⑧ 資金計画書

（金融機関との調整状況や投資家募集の計画･見込等を記載）

⑨ 収支計画書（操業開始から10年間）

⑩ 土地の権原取得の可能性が高いことが分かる資料

（仮契約書、所有者の同意書等）

⑪ 宿泊施設全体の配置図

（敷地と家屋の位置関係が分かるもの、旅館業の敷地

範囲及び計画認定申請の対象範囲を図示すること）

⑫ 各階の平面図（旅館業の対象範囲を図示すること）

⑬ 建設計画書（宿泊施設の月次別建設計画が分かるもの）

⑭ 当該宿泊施設に係る投下資産の額の根拠となる資料

⑮ 客室数、収容人数及び平均客室面積の根拠となる資料

※その他、知事が必要と認める書類の提出を求める場合があります。

高付加価値化

定義
宿泊者に対する新たな価値・体験の提供によって、明確な機能向上や競争力向上が見込まれる事で、
県の観光消費額向上に資するもの
例：・居住空間のグレードアップ

複数の既存客室の統合
既存客室への専用露天風呂の新設
共用ランドリー・ラウンジ等の新設
・テーマ性を持った改装
既存建物の歴史的価値を生かした改修
滞在型観光をコンセプトとした改修
周囲の自然・景観を主題とした改修

・上記２つと同等の増改築等

申請にあたって
通常の申請時に必要な様式および添付書類の他、第１号様式 別紙３ー２において下記の記載をしてください。

（記載事項）
①「事業概要」
②「宿泊者に対する新たな価値・体験の提供を行う具体的な内容」
③「どのように機能向上や競争力向上が図られ、県の観光消費額向上に寄与するか」

また、「売上高」「稼働率」「平均客室単価」のうち１つ以上数値目標を操業開始後５年間設定してください。

注意点
・単なる修繕は対象外です。
・操業開始後５年間は、営業状況報告書（第１２号様式）において、数値目標の達成状況の報告が必要です。

令和８年度から増改築等において、総客室数の増加を伴う、若しくは、高付加価値化を図ることが要件となり
ました。高付加価値化を図る増改築等による申請の際は、以下の内容に留意して申請してください。



事業者 奈良県 ポイント

❶
事
業
着
工
ま
で

■事業計画認定申請書の受付について
・「事業計画」を奈良県へ提出の上、着工までに知事の認定を受ける必要があります。
・申請は原則として着工の60日前までに行ってください。
・申請前に、必ず事前相談をしてください。
■事業計画の認定について
・県は、申請いただいた事業計画を審査の上、随時認定します。
・事業計画認定の日から１年以内に着工してください。
（認定の日より前に着工した場合、補助の対象外となります。）
■補助金の認定額（交付申請の上限額）の決定について
・県は、事業計画の認定をしたときは、当該年度の３月31日までに、当該事業計画に係る補助金の認定額を通
知します。
・県が当該年度に認定を行う補助金の総額が予算額を超えるときは、予算の範囲内で補助金の認定額を決定
します。

❷
事
業
着
工
～
操
業
開
始

■事業計画の変更について
・認定額の通知後、以下の計画変更がある場合、事業計画変更承認申請書をご提出ください。
(1)補助対象経費が認定時と比べ20％を超えて増減するとき
(2)操業開始予定日を奈良県の会計年度をまたいで変更するとき
■事業計画の廃止・取消について
・認定後、事業計画を廃止するときは、事業計画廃止承認申請書をご提出ください。
・認定後、認定要件を満たさなくなった場合、認定の取消を行うことがあります。
・廃止または取消があった場合、原則として再申請は出来ません。
■操業開始について
※着工の日から起算して３年以内（客室数100室以上かつ平均客室面積20㎡以上である場合４年以内）
に必ず操業を開始してください。

❸
操
業
開
始
～
補
助
金
交
付

■交付申請及び実績報告について
・操業開始後、60日以内又は、操業開始年度の末日のいずれか早い日までに実績報告書及び交付申請書をご
提出ください。
・この際の申請額は、決定された認定額の範囲内の額となります。
■交付決定及び補助金額確定について
・書類確認及び現地確認を行い、適当と認める場合は交付決定いたします。
・補助金は最長５カ年に分割して交付を行うことがあります。
・分割して交付する場合、分割年数及び年度ごとの交付額を通知に記載します。

❹
補
助
金
交
付
後

・操業開始後、新設の場合は10年間、増改築等の場合は５年間営業状況を報告いただきます。
・新設の場合、操業開始から10年以内に当該施設の営業を休止・廃止した場合、交付した補助金の返還を求
める場合があります。
・補助対象である資産を、補助金交付の目的に反した使用、譲渡、交換、貸与、担保に供する等の場合は、あらか
じめ財産処分報告書をご提出ください。
・その他法令、例規または要綱に違反した場合、交付した補助金の返還を求める場合があります。

事前相談

随時審査・認定
｢事業計画｣申請
（４/１～１/３１）

（原則、着工の60日前まで）

事業着工
(事業計画認定日から１年以内)

｢工事着工届出書｣提出
（事業着工後10日以内）

操業開始
(着工日から３年※以内)

｢操業開始報告書｣提出
（操業開始後10日以内又は、操業開始年度の

末日のいずれか早い日まで）

実績報告・交付申請
（操業開始後、60日以内又は、操業開始年度

の末日のいずれか早い日まで）

補助金請求

受領

受理

受理

書類確認・現地確認

交付決定
（補助金額確定）

補助金交付

営業状況報告 受理

お問い合わせは、奈良県地域観光課 ☎ 0742-27-8５５３ まで

認定額の確定
（３/31まで）

補助金申請事務フロー図


